
○補助金について（総論）

①　国・道等の制度に基づく ②　条例等の規定に基づく ③　団体運営等 ④　イベント ⑤　大会

現

行

今後の見直し

個別根拠規定 　・国，道等の制度に基づく
　・条例，規則，要綱等に基づく
　（市単独助成）

　・要綱，予算査定による
　（担当部局が補助する目的・効果のほか，補助団体の収支状況
　などを確認したうえで「補助金の交付状況調」を作成し，
　一定の検証を行い予算化）
　（市単独助成）

・統一した交付基準を作成できないか
・それができない場合，どのように見直すべきか（個別ｏｒゼロベースｏｒ補助期限を設ける　など）
・その場合の見直し策はどうするべきか

これまでの
見直しの
考え方

　既得権化，恒常化しがちであることから，
　(1)団体の自立が可能なもの，(2)目的を達したもの，(3)補助効果等，多角的な視点から逐次見直し
　平成１５～２４年度の１０年間で，２３４件　２億９４７７万８千円の削減・廃止を実施（包括外部監査，事業仕分けによる見直しも含む）
　今後も，様々な手法により補助目的や効果等を検証し，各種団体の自立や統合の促進に努め，見直していく

大会補助金交付要綱の見直し

事業仕分け
　平成２３年度に実施。２４件の補助金に対して様々な指摘・意見
　「既得権化しているものの見直し努力が足りない」，「事業内容を把握していない」，「事業の効果の検証がされていない」などの指摘
　平成２４年度予算において，１０件　４０８０万９千円の削減

・大会補助金交付要綱
（市単独助成）

一定の基準
　・国，道の補助に伴い
　市の負担が義務的である

条例，規則，要綱等に基づく
　個別に算定
　（個々の目的，性格や事業費に違いがありルール化は難しい）

区　分

補助金

根拠法令 　地方自治法第２３２条の２　公益上必要がある場合においては，補助をすることができる

公益性 　行政を補完し，公共の福祉を増進させるうえで，有効な役割を果たすもの

包括外部監査

　平成２０年度に実施。４３件の補助金に対して様々な指摘・意見
　「長期間継続して支出しているもの」，「社会情勢の変動等や団体の収支状況から支出の必要性が軽減・希薄している」などの指摘
　平成２２年度予算において，１０件　６９９万１千円の削減
　平成２３年度予算において，３件　２８２万４千円の削減を実施

参加人員の規模など
一定のルールを定めている

４９件　２，９７４万７千円

２３４件　２１億７，５０１万円

平成２４年度
当初予算額

２０件　６億９，４９４万６千円 ６４件　９億８６２万５千円 　８１件　４億４，１５９万２千円 ２０件　１億１０万円


